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（２）評価の理由 

 

 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業

務の実績について設立団体の長の評価を受けなければならないことが、

地方独立行政法人法第２８条第１項に規定されています。 

 よって、地方独立行政法人広島県立病院機構より提出された業務実績

報告書をもとに、地方独立行政法人広島県立病院機構評価委員会より意

見を聴取し、広島県知事が評価を行います。 

 

 

（３）評価対象 

 

 令和 年度広島県立病院機構業務実績報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 評価実施の概要 



 

 

 

 

（１）総括評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総括評価結果 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大項目  

小項目  

中期目標 

 

中期計画 年度計画（令和 年度） 
自己

評価 
取組/評価の理由 

県 

評価 
県評価の理由 

      

３ 年度計画小項目に対する知事による評価 
 

 



 

 

年度計画中の各項目 

大項目  小項目 

自己

評価 
課題とそれに対する対応 

県 

評価 

第１ 高度医療・人材育成拠点の整備  

 

 

 

１ 高度医療・人材育成拠点整備に向けた取組   

 

（１）高度急性期を中

心とした医療

機能 

ア 「断らない救急」体制の構築  

 

  

 

イ 幅広い疾患に対応する 

「こども病院」 
   

ウ 最新の集学的ながん医療    

エ 新興・再興感染症への対応    

オ 災害対応    
カ 各診療領域における高度急性

期を中心とする拠点の整備 
   

（２）医療人材育成機

能 

ア 高度急性期医療を担う 

人材確保・育成 
 

 

  

 
イ 地域医療を担う人材確保・育

成 
   

ウ 病院経営を担う人材の 

確保・育成 
   

（３）広島県の医療提

供体制を支え

る機能 

ア 県内の拠点病院等との連携  
 

  
 イ 周辺の医療機関と連携した地

域完結型医療 
   

（４）その他 

ア 戦略的な広報の推進     

 
イ 医療 DX の推進     

ウ 積極的な臨床研究の実施     

エ 安定的な経営基盤の構築     

第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する 

目標を達成するためとるべき措置 

  

 
１ 高度医療の安定的かつ継続的な提供と地域医療への貢献   

 （１）県立広島病院    

小項目の自己評価一覧表 

 



 

    

 

（２）県立安芸津病院    

（３）県立二葉の里病院    

２ 患者の視点に立った医療の提供   

 

（１）患者にとって最適な医療の提供    

（２）患者等の満足度

の向上 

ア 患者サービスの向上  
 

  
 

イ 患者支援体制の充実    

（３）積極的な情報発信    

３ 安全・安心な医療の提供   

 
（１）医療安全対策の推進    

（２）適切な情報管理    

４ 災害や公衆衛生上の緊急事態への対応   

 （１）災害医療における緊急事態への対応    

 （２）公衆衛生上の緊急事態への対応    

 ５ 医療に関する調査・研究の実施    

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置   

 

（１）業務運営体制の構築    

（２）中期目標達成に向けた取組    

（３）効果的・効率的な業務運営    

（４）働きやすい勤務環境の整備    

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置   

 

１ 収入の確保    

２ 費用の適正化    

３ 適切な投資の実施と効果の検証    

第５ その他業務運営に関する事項   

 

１ 法令・社会規範の遵守    

２ 県立安芸津病院の耐震化    

３ 地域社会への貢献    



 

 

  

大項目 

項
目
評
価
数 

評価分布 

評価 

平均値 

大項目 

/総括 

評価 
評
価
５ 

評
価
４ 

評
価
３ 

評
価
２ 

評
価
１ 

評価 

合計値 

第１ 高度医療・人材育成拠点の整備          

第２ 
県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する目標を達成するためとるべき措置 
         

第３ 
業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためと

るべき措置 
         

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置          

第５ その他業務運営に関する事項          

総 括 評 価          

４ 年度計画大項目評価 
 

 


